
・工期末の２ヶ月までに提出すること。
(10月末までの工事に限り，緩和措置あり)

　通知すること。
・協議開始日は原則工期末の45日前

・納品書等の資料を添付して提出すること。

・協議終了

・協議開始日から14日以内

・協議終了

　　　　　　　　・単品スライド対象外の通知

承諾の場合

単品スライド条項に係るフロー図

請　負　者 函　館　市

・請求を受けてから7日以内に協議開始日を

単品ｽﾗｲﾄﾞ
対象外

　　　　　  単品ｽﾗｲﾄﾞ
　　　　　  対象

受 理

協議開始日通知

（第2号様式）

変更請求

(第1，1-1号様式)

受 理

必要資料提出

(第3，3-1～3-3号様式)
受 理

通知

(第4-1号様式)
受 理

受 理 請負代金変更(協議)

(第4，5，5-1様式)

承諾書の提出

(第6号様式)
変更契約締結


